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医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
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二
第
一
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規
定
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る
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市
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青
森
県
告
示
第
九
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)
第
四
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
十
七
号

次
の
医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
同
医
療
機
関
は
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
告
示
第
九
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更

生
医
療)

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
一
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
二
十
六
年
二
月
二
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

上
北
郡
東
北
町
字
上
笹
橋
三
の
一

岡
山

福
松

青
森
県
告
示
第
百
二
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

上
北
郡
東
北
町
字
上
笹
橋
三
の
一

岡
山

粕
蔵

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
十
九
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

上
北
郡
東
北
町
字
上
笹
橋
三
の
一
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公

告

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
よ
る
適
合
証
の
交
付
の
公
表

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例

(

平
成
十
年
十
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
適
合
証
を
交
付
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
三
共
設
備
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

蝦
名

壽
昭

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野
字
軍
事
屋
敷
五
七
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
一
四
二
七
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱

い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令

(

昭
和

三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号)

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所
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適
合
証
交
付
に
係
る

公
共
的
施
設
の
名
称

所

在

地

種

類

交
付
年
月
日

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
青
森

西
店

青
森
市
大
字
新
田
字
忍
三
六
の
一
、

三
九
の
一
、
三
九
の
四
、
四
一
の

一
、
四
二
の
五
、
四
二
の
六
、
四

二
の
一
三
、
青
森
市
大
字
石
江
字

高
間
五
〇
の
一
、
五
〇
の
三
、
五

一

物
品
販
売
業

を
営
む
店
舗

平
成
��

･

�･

��

開

催

日

時

年

月

日

受

付

時

間

講

習

時

間

講

習

場

所

平
成
二
十
六
年

六
月
一
日

午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
前
八
時
五

十
五
分
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一

九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ

ー

〃

七
月
十
七
日

〃

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三

の
二

弘
前
警
察
署

〃

八
月
二
十
二
日

〃

〃

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二

五八
戸
警
察
署

� �



� �

二

講
習
科
目

１

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

３

猟
銃
用
火
薬
類
に
関
す
る
法
令

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
猟
銃
等
講
習
受
講
申
込
書
二
通
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真

(

提
出
前
六
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
三
十
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
・
横
二
十
四
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

二
枚
を
添
え
て

提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
所
定
の
科
目
を
修
得

し
た
か
ど
う
か
を
考
査
し
、
こ
れ
ら
の
科
目
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
交
付
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
猟
銃
及
び
空
気
銃

の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令

(

昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号)

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所
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開

催

日

時

年

月

日

受

付

時

間

講

習

時

間

講

習

場

所

平
成
二
十
六
年

四
月
十
七
日

午
後
零
時
三
十
分

か
ら
午
後
零
時
五

十
五
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
灰
沼
字

玉
川
一
五
の
五
〇

板
柳
警
察
署

〃

四
月
二
十
四
日

〃

〃

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二

五八
戸
警
察
署

〃

五
月
十
三
日

〃

〃

三
沢
市
平
畑
一
丁
目
一
の
三
八

三
沢
警
察
署

〃

五
月
二
十
一
日

〃

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三

の
二

弘
前
警
察
署

〃

五
月
二
十
七
日

〃

〃

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字

関
根
四
の
一
一

ジ
ョ
イ
ワ
ー
ク
三
戸

〃

六
月
十
二
日

〃

〃

む
つ
市
中
央
二
丁
目
三
の
一
〇

む
つ
市
立
図
書
館

〃

六
月
二
十
四
日

〃

〃

黒
石
市
北
美
町
二
丁
目
四
七
の

一黒
石
警
察
署

〃

七
月
十
三
日

〃

〃

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一

九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ

ー

〃

七
月
三
十
日

〃

〃

五
所
川
原
市
字
栄
町
六
の
一

五
所
川
原
警
察
署

〃

八
月
二
十
一
日

〃

〃

十
和
田
市
西
六
番
町
一
の
四
一

十
和
田
警
察
署

〃

九
月
四
日

〃

〃

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
本
町

二
○
七

鰺
ケ
沢
警
察
署

〃

九
月
十
二
日

〃

〃

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
モ
沢
向
一

三
の
六

五
戸
警
察
署

〃

九
月
二
十
八
日

〃

〃

八
戸
市
大
字
売
市
字
輿
遊
下
三

八
戸
市
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ

ー

� �



� �

二

講
習
科
目

１

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

３

猟
銃
用
火
薬
類
に
関
す
る
法
令

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
猟
銃
等
講
習
受
講
申
込
書
二
通
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真

(

提
出
前
六
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
三
十
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
・
横
二
十
四
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

二
枚
を
添
え
て

提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
、
所
定
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
交
付

す
る
。
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〃
十
月
九
日

〃

〃

上
北
郡
七
戸
町
字
大
沢
五
七
の

四
九

七
戸
警
察
署

〃

十
月
二
十
五
日

〃

〃

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字

関
根
四
の
一
一

ジ
ョ
イ
ワ
ー
ク
三
戸

〃

十
一
月
十
六
日

〃

〃

弘
前
市
大
字
末
広
四
丁
目
一
〇

の
一

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

〃

十
二
月
十
八
日

〃

〃

上
北
郡
野
辺
地
町
字
新
町
裏
一

の
一

野
辺
地
警
察
署

平
成
二
十
七
年

一
月
二
十
一
日

〃

〃

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一

九
の
七

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ

ー

〃

二
月
十
八
日

〃

〃

十
和
田
市
西
六
番
町
一
の
四
一

十
和
田
警
察
署

〃

三
月
十
日

〃

〃

黒
石
市
北
美
町
二
丁
目
四
七
の

一黒
石
警
察
署

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


